
既設管径８００㎜未満を複合管の製管工法にて施工出来る
工法は１工法しかないと思われますが、問題はないのですか。

複合管（製管工法）は自立管に比べて下記の点で本工事に適しているた
め、複合管（製管工法）で設計しています。
・下水の流下を確保した状態で施工可能な工法であること。
・自立管に比べ経済的に優位であること。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第２３号 件　　　　名 平成２８年度下水道改築工事（２工区上野西２丁目外）

回　　　　答質疑事項

複合管（製管工法）は自立管に比べて下記の点で本工事に適していること
から、総合的に判断し複合管（製管工法）を採用しており、問題はありませ
ん。
・下水の流下を確保した状態で施工可能な工法であること。
・自立管に比べ経済的に優位であること。
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1 複合管（製管工法）で施工してください。

施工方法（工法）について
本工事は、既設管径８００㎜から４５０㎜までを複合管の製管
工法にて更生する設計となっていますが、８００㎜未満につい
ては反転・形成工法に変更して施工することは可能ですか。

既設管径８００㎜未満についても複合管の製管工法で設計
されているのは何故ですか。


